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第１章 計画の策定にあたって 

 

１ 策定の趣旨  

子どもの時代は、生涯にわたる読書の習慣と親しみを体得することのできる重要な時期で

す。平成 13年に制定された「子どもの読書活動の推進に関する法律」（平成 13年法律第 154

号）は、基本理念として、「子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活

動は、子どもが、言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生

をより深く生きる力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、

すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができ

るよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない」と定めています。ま

た、子どもの読書活動の推進に関し、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、

子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、子どもの健や

かな成長に資することを目的としています。 

 本市は、平成３０年４月から５か年の計画期間で「常陸太田市子ども読書活動推進計画」

（以下「第一次計画」という。）を策定し、子どもの読書活動を総合的に推進してまいりまし

た。第一次計画を推進していくなかでは、新型コロナウイルス感染症の影響による新たな日

常や、情報通信技術の高度化をはじめとした子どもたちを取り巻く環境の変化に対応するた

めの課題が見えてきました。 

 令和４年度をもって第一次計画の計画期間が満了することから、国の「第四次子どもの読

書活動の推進に関する基本的な計画」、県の「いばらき子ども読書活動推進計画（第四次推進

計画）」、本市の「常陸太田市第６次総合計画前期基本計画」、「常陸太田市教育大綱」、「第一

次計画」における成果や課題を踏まえ、「第二次常陸太田市子ども読書活動推進計画（以下、

「本計画」という。）」を策定するものです。 

 

２ 計画の性格  

本計画は、「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項の規定に基づく計画であ

り、本市における子どもの読書活動推進に関する基本方針・施策の方向性や取組を示すもの

です。 

 

３ 計画の対象 

 本計画は、子ども及び子ども読書活動に関わる方を対象とします。                       

 

４ 計画の期間   

 令和５年度から令和９年度までの５年間と設定し、必要に応じ計画の修正をすることとし

ます。      
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第２章 第一次計画の取組状況と課題 

 

１ 第一次計画の取組状況 

【基本方針１】子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

（１）ブックスタート事業 

 健康づくり推進課が実施する乳児相談（前期 3～5ケ月）会場に出向き、図書館ボランテ

ィアが絵本の読み聞かせを行い、あかちゃんの反応を保護者に見てもらうことで、絵本を介

したふれあいの時間を持っていただくよう働きかけ、絵本と布製バッグをプレゼントしまし

た。 

 乳児相談（前期 3～5ケ月）偶数月第１水曜日  

ブックスタートパックの受領者 

年度 対象者（人） 受領者（人） 受領率（％） 

Ｈ３０ ２４１ ２２４ ９２.９５ 

Ｒ１ ２１０ １８９ ９０.００ 

Ｒ２ ２１８ １８６ ８５.３２ 

Ｒ３ １９１ １８２ ９５.２９ 

（２）あかちゃんタイム 

 一般の図書館利用者の協力を得て、保護者があかちゃんの泣き声等に気兼ねなく図書館を

利用できる時間帯を設けました。 

 毎月第１・第３木曜日 午前１０時３０分～正午 

（３）ママ・プレママサロン 

 あかちゃんタイムの時間帯に併せ、図書館ボランティアによる読み聞かせや妊娠・出産・

育児等の本の紹介を行いました。 

ママ・プレママサロンの参加者数 

年度 実施回数（回） 参加人数（人） 

Ｈ３０ ２３ ４０４ 

Ｒ１ ２３ ４０５ 

Ｒ２ 1 １８ 

Ｒ３ １９ １５６ 

※参加者数は、あかちゃんタイムワークショップを含みます。 

※Ｒ２は、新型コロナウイルス感染症対応による中止がありました。 

（４）セカンドブックの配本 

 本市を題材とした絵本「クレヨンの旅」を、読書の機会と愛郷心醸成のため、小学校新入

学児童を対象にセカンドブックとして贈呈しました。 

セカンドブックの受領者 

年度 受領者（人） 

Ｈ３０ ２４３ 

Ｒ１ ３１９ 

Ｒ２ ２９７ 

Ｒ３ ３０３ 
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（５）「図書館だより」の作成・配布 

 広く図書館への理解を深めていただくとともに、子どもたちへの読書活動への関心を高め

るため、年間を通じた図書館の事業や行事の情報を掲載した「図書館だより」を作成し、児

童生徒及び教育・子育て関係機関へ配布しました。 

「図書館だより」の作成及び配布 

年度 号 配布数（人） 

Ｈ３０ 第４２号 ４，１５３ 

Ｒ１ 第４３号 ４，０７８ 

Ｒ２ 第４４号 ４，０１２ 

Ｒ３ 第４５号 ３，８５３ 

（６）出前講座                  

 学校等の児童生徒、小中学校図書館司書、司書教諭や地域団体を対象として「上手な図書

館利用法講座」「上手な読み聞かせ手法講座」を実施しました。 

出前講座の実施回数 

年度 上手な図書館利用法（回） 上手な読み聞かせ手法（回） 

Ｈ３０ １３ ０ 

Ｒ１ １０ ０ 

Ｒ２ ５ ４ 

Ｒ３ １３ ２ 

 

【基本方針２】子どもの読書活動を支える環境の充実 

（１）家庭の読書環境の充実 

 家庭での読書活動の関心が深まり、家庭における読書活動が推進されるよう、ブックスタ

ート事業、「図書館だより」及び「図書の宝島」の作成・配布、あかちゃんタイム及びあかち

ゃんタイムワークショップ等を実施しました。 

（２）幼稚園・保育園等の読書環境の充実 

 幼稚園・保育園等への図書館資料（絵本・紙芝居）の貸出を行いました。 

幼稚園・保育園等への図書館資料（絵本・紙芝居）団体貸出 

年度 貸出冊数（冊） 

Ｈ３０ ２，３１７ 

Ｒ１ ２，３２９ 

Ｒ２ ２，６６１ 

Ｒ３ ３，５９３ 
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（３）学校の読書環境の充実 

 学校図書館へ司書を配置（小学校週３日、中学校週２日）することにより、小中学校図書

室資料の整備・充実を図るとともに、司書教諭・学校図書館司書・図書館司書等の連携を図

りながら子どもの読書活動の推進に努めました。 

小中学校図書購入費（決算額） 

年度 小学校（円） 中学校（円） 

Ｈ３０ ４，７８２，９９６ ６，１０５，７３９ 

Ｒ１ ４，７４５，８７１ ６，０２７，１５８ 

Ｒ２ ４，７７８，８４０ ５，８９３，１１９ 

Ｒ３ ４，７２７，０５２ ６，０９９，０２８ 

 

小中学校への図書館資料団体貸出 

年度 小学校（冊） 中学校（冊） 

Ｈ３０ ４，９６６ ６５３ 

Ｒ１ ４，７６７ ３２７ 

Ｒ２ ４，１８４ ３８３ 

Ｒ３ ３，４８２ ２３６ 

（４）図書館の読書環境の充実 

図書館では、児童生徒のニーズに則した図書等の整備に努めました。 

児童図書の受入状況 

年度 購入（冊） 寄贈（冊） 

Ｈ３０ １，１６９ １４４ 

Ｒ１ １，２５９ ２６７ 

Ｒ２ １，８９２ １１４ 

Ｒ３ １，２９１ １４２ 

 

【基本方針３】子どもの自発的な読書活動に対する支援 

 子どもが自然な形で自発的に読書活動を行うきっかけとなるよう以下の施策を行ないまし

た。 

（１）「図書の宝島」の作成・配布（掲示） 

 図書館の事業・行事、読書感想文課題図書、新刊図書、図書館の利用方法等の情報を掲載

した「図書の宝島」（幼児・小学生・中学生向けに分けて内容を編集）を作成し、市内各幼稚

園・保育園・こども園・小学校・中学校の園児児童生徒に配布しました。 

「図書の宝島」の作成及び配布 

年度 号 各配布数（人） 

Ｈ３０ 第 64～65号 ４，１５３（２回） 

Ｒ１ 第 66～67号 ４，０７８（２回） 

Ｒ２ 第 68～69号､号外 ４，０１２（３回） 

Ｒ３ 第 70～73号 ３，８５３（４回） 

※第６９号から学校等施設内掲示用を併せて作成しました。 
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※第７３号は、学校等施設内に掲示のみとしました。 

（２）子ども向け事業の開催 

 子どもたちが読書に楽しみ、図書館への理解が深まるよう以下の事業を行いました。 

子ども向け事業と参加人数（人） 

年度 読書感想画展 ワークショップ 子ども一日図書館員 

Ｈ３０ １０１ １５８ ２ 

Ｒ１ ８２ ２０３ ２ 

Ｒ２ 中止 １８ 中止 

Ｒ３ ３２ ７１ ７ 

（３）図書館体験による青少年の図書館理解の推進 

 青少年の図書館への理解を深め、読書活動へのより一層の関心を高めるため、図書館にお

ける中学生の職場体験学習や高校生のインターンシップを積極的に受け入れました。 

職場体験の受入状況 

年度 中学生（人） 高校生（人） 

Ｈ３０ ３１ ０ 

Ｒ１ ２９ ０ 

Ｒ２ 中止 中止 

Ｒ３ ０ ４ 

（４）ボランティア活動の支援と団体との連携 

 図書館ボランティアが運営主体となる「おはなし会」「図書館まつり」等は、地域の方との

関わりや子どもたちの読書活動への関心の高まりが期待できるため、これらの活動を積極的

に支援しました。 

「おはなし会」 毎月土・日曜日に実施 

「図書館まつり」８月上旬の日曜日に実施 

※図書館まつりは、Ｒ２中止、Ｒ３は「夏のおはなし会」として実施しました。 

 

２ 今後の課題 ～第一次計画の取組状況を踏まえた課題～ 

 

【第一次計画 基本方針１】子どもの読書活動に関する理解と関心の普及 

○子どもたちの読書に対する興味や関心を高めるため、乳幼児期から絵本を開く楽しい体験

や絵本を介した子どもと保護者のふれあい、及び子どもの成長に関わる人々への読書活動の

啓発を積極的に行うことを継続していく必要があります。 

〇当市が実施した図書館アンケート（P12 図書館アンケート（抜粋）参照）において、1

年間に読んだ本の冊数が「０冊～９冊」の児童生徒の率を不読率とみなした場合、小学生が

5.6％、中学生が 35.9％、高校生が 84.9％となり、国の令和４年度末までの目標値小学生

2％以下、中学生 8％以下、高校生 26％以下から大きな隔たりがあります。なお、公益財団

法人全国学校図書館協議会等が実施した調査において令和４年５月全国の不読率は、小学生

6.4％、中学生 18.6％、高校生 51.1％でした。また、当市が実施した図書館アンケートで読

んだ本の入手先については、市立図書館及び学校などの図書室からの入手が、小学生から中

学生、高校生と年齢層が上がるにつれて減少していく傾向にあることからも、子ども読書活

動が広く定着することで市立図書館及び学校等の図書室が活用され続けるよう、乳幼児期か
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ら切れ目のない読書に親しむ機会の提供により、子どもが小学校に入学する以前の早い段階

で読書習慣を無理なく自然に身に付けておく必要があります。 

※公益財団法人全国学校図書館協議会等が実施する「学校読書調査」に基づき、「５月１ヶ

月間に読んだ本の冊数が０冊」の児童生徒の割合を「不読率」としています。本計画におい

ては、当市が行った図書館アンケートで１年に読んだ本の冊数が１カ月平均で１冊未満とな

る区分「０冊」～区分「区分６～９冊」の児童生徒の割合を不読率とみなし記載します。 

 

【第一次計画 基本方針２】子どもの読書活動を支える環境の充実 

○子どもの読書活動を推進するにあたっては、子どもの発達段階や障害等多様な背景に応じ

た読書活動支援と読書環境の整備をしていく必要があります。 

○新型コロナウイルス感染症の影響による「新たな日常」や社会全体のデジタルトランスフ

ォーメーション等、子どもたちを取り巻く環境の変化を踏まえながら対応していく必要があ

ります。 

○幼稚園・保育園等に対しては、子どもたちの読書環境の充実のため市立図書館の団体貸出

を継続して積極的に活用していく必要があります。 

〇小学校・中学校に対しては、学校からの求めに応じ、団体貸出や教材支援等を行い、実施

にあたっては、学校における読書活動の推進に学校教職員が力をそそいでいくため、市立図

書館が団体貸出や教材支援等の図書資料の配達・回収を継続して行う必要があります。 

〇高等学校は、県が所管し読書活動を推進していることから、県や高等学校の求めに応じ、

柔軟な対応で連携していく必要があります。また、高等学校に通う子どもが市立図書館と関

りを持つことや探究学習等での利用がしやすい環境となっていることが必要です。 

 

【第一次計画 基本方針３】子どもの自発的な読書活動に対する支援 

○子どもの読書意欲を高め自主的な読書活動を促すためには、家庭・地域・学校等のあらゆ

る場面において、読書の楽しさに触れる機会を増やしていく必要があります。 

○読み聞かせボランティア等の地域人材の育成及び活用を積極的に進めていく必要がありま

す。 
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第３章 本計画（第二次計画常陸太田市子ども読書活動推進計画） 

 

本計画においては、国の「第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」、県の「い

ばらき子ども読書活動推進計画（第四次推進計画）」及び「常陸太田市第６次総合計画後期基

本計画」と「常陸太田市教育大綱」を基本とし、第一次計画の取組状況と課題を踏まえ、今

後の取り組みの核（目指す姿）となる「基本方針」を新たに設定したうえで３つの基本施策

により具体的な取り組みを示します。 

また、本計画を推進するにあたっての推進・執行管理体制を整え、数値目標の設定を行い

達成状況等の点検及び評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～夢を育み健やかに生きるひとづくり「夢育」～ 

 子どもが夢を育み、夢を叶えるため、社会性や創造性を追求し、豊かな人生を送れる

ような力を身に付けるために必要な本と出会い、自主的な読書活動を行える子どもを育

てるまち 

基本方針 

（目指す姿） 

基本施策１ 基本施策２ 基本施策３ 

読書活動への理解

と関心の普及 

読書活動を支える環

境の整備 

地域・学校等との連携 

（１） 読書活動への理解と

関心の普及 

（２） 読書活動に親しむ機

会の提供 

① あかちゃんタイム 

② パパママ・プレママサロン 

③ ブックスタート 

④ ワークショップ等の子ども

向け事業 

⑤ おはなし会 

⑥ 読書感想画 

（１） 子どもたちが求める

図書資料・柔軟に選択

できる図書資料の提

供 

（２） デジタル社会に対応

した環境の整備 

① 電子書籍の充実 

② ＭＹ本棚や読書マラソン機

能 

（３） 司書の適切な配置 

 

（１） 学校等との連携 

① 学校等への図書館資料の提供

（団体貸出・教材支援等） 

② 図書館施設見学の受入 

③ 一日子ども図書館員、職場体

験、インターンシップ、高校

生ボランティア等の受入 

④ 出前講座（ブックトーク）の

実施 

⑤ 探究学習等の支援 

（２） 地域との連携 

① 読書団体や図書館ボランティ

ア等への活動支援と育成 
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１ 子どもの読書活動推進のための基本方針と基本施策 

 

◆基本方針（目指す姿） 

～夢を育み健やかに生きるひとづくり「夢育」～ 

 子どもが夢を育み、夢を叶えるため、社会性や創造性を追求し、豊かな人生を送れるよ

うな力を身に付けるために必要な本と出会い、自主的な読書活動を行える子どもを育て

るまち 

 

【基本施策１】 読書活動への理解と関心の普及 

〇乳幼児期から絵本を開く楽しい体験等の読書活動は、子どもが言葉に対する興味や関心を

高め、本に親しむ習慣を身に付け、後の読書活動に重要な関わりを持つことから、子どもの

成長に関わる人々への読書活動への理解と関心の普及啓発と乳幼児期からの切れ目のない読

書活動に親しむ機会の提供に努めます。 

（１）読書活動への理解と関心の普及 

 市広報、お知らせ版、図書館ホームページ、図書館だより、イベント等のチラシ（図書の

宝島）やポスターを活用し、子ども読書活動への理解と関心の普及啓発を積極的に行います。 

（２）読書活動に親しむ機会の提供 

乳幼児期からの読書活動は、後の読書の習慣に影響があるため、乳幼児期からの切れ目の

ない読書活動に親しむ機会の提供に努めます。 

①あかちゃんタイム 

一般の図書館利用者の協力を得て、保護者があかちゃんの泣き声等に気兼ねなく図書

館を利用できる時間帯を設けます。 毎月第１・第３木曜日 午前１０時３０分～正午 

②パパママ・プレママサロン 

  あかちゃんタイムの時間帯に併せ、図書館ボランティアによる読み聞かせや妊娠・出

産・育児等の本の紹介を行います。 

③ブックスタート 

健康づくり推進課が実施する乳児相談（前期 3～5 ケ月）会場に出向き、図書館ボラ

ンティアが絵本の読み聞かせを行い、あかちゃんの反応を保護者に見てもらうことで、

絵本を介したふれあいの時間を持っていただくよう働きかけ、絵本と布製バッグをプレ

ゼントします。乳児相談（前期 3～5ケ月）偶数月第１水曜日 

④ワークショップ等の子ども向け事業 

  子どもたちに読書への関心を示すきっかけとするために、図書館において子ども向け

の参加型体験学習等を行います。（ワークショップ 図書館まつり 図書館映画会） 

⑤おはなし会 

   子どもが言葉の獲得と読書への関心を高めるため、乳幼児から児童を対象に大人（図

書館ボランティア等）が子どもに絵本等を読んで聞かせるおはなし会を行います。毎週

土曜日または日曜日 

 ⑥読書感想画展 

   小学生が夏休みに本を読んで得た感動を絵画に描く読書感想画の募集を行い、秋の読

書週間（10月 27日から 11月 9日）に読書感想画展を行います。 
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【基本施策２】 読書活動を支える環境の整備  

〇子どもの成長に伴う環境の変化並びに子どもを取り巻く社会環境の変化、子どもの多様な

背景を踏まえ、子どもの視点に立って読書活動を支える環境の整備に努めます。 

（１）子どもが求める図書資料・柔軟に選択できる図書資料の提供 

子どもの発達段階や子どもの多様な背景等に応じて、子どもが求め、柔軟に選択できる

図書資料の充実に努めます。 

（２）デジタル社会に対応した環境整備 

①電子書籍の充実 

  子どもが図書を電子媒体としても柔軟に選択できるよう電子書籍の充実に努めます。 

②ＭＹ本棚や読書マラソン機能 

  子どもが自ら「読みたい本」「読んだ本」を管理するＭＹ本棚機能や読書のための期間・

冊数の目標を設定できる読書マラソン機能をＷＥＢ-ＯＰＡＣに構築します。 

※ＷＥＢ-ＯＰＡＣ 

  コンピュータ化された図書館の目録。利用者が直接端末機を操作し所蔵する資料を検索できる。これをウェブで利用

可能にしたもの。 

※ＭＹ本棚 

  読書意欲を活性化させる目的でＷＥＢ-ＯＰＡＣ上に利用者個人毎に仮想本棚を設け、「読みたい本」「読んだ本」「図

書館で借りた本（貸出履歴）」などを利用者が自身で管理ができるシステム。プライバシーの関係上から利用者本人の

同意により貸出履歴の管理が可能になる。 

※読書マラソン 

  利用者が自身で期間と冊数の目標を定め、利用者が楽しみながら読書に取り組めるようキャラクターやグラフにより

読書量の達成度を見える化できるシステム。ＷＥＢ-ＯＰＡＣ上で利用。目標値はいつでも変更できる。 

（３）司書の適切な配置 

  司書は、児童図書や紙芝居等の図書館資料の選択・収集・提供、子ども読書活動を推進

するための取り組みの企画・実施、子どもや保護者からの読書に関する相談への対応等、

子ども読書活動の推進における重要な役割を担うため、専門知識及び技術を持った司書の

適切な配置を継続して努めます。 
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【基本施策３】 地域・学校等との連携 ※学校等（幼稚園、保育園、こども園、小・中・高等学校等）  

〇幼稚園、保育園、こども園は、乳幼児期を通じて読書の楽しさを知ることができるよう、

幼稚園教育要領や保育所保育指針等に基づき、乳幼児が絵本や物語に親しむ活動を行ってい

ます。 

小学校、中学校、高等学校等は、学習指導要領等において、言語能力の育成を図るため必

要な言語環境を整えるとともに、学校図書館を計画的に利用しその活用を図り児童生徒の自

主的・自発的な読者活動を充実することや地域の図書館等の活用を積極的に図り学習活動を

充実させること等の読書に関する事項が示されています。 

また、地域には学校等においてボランティアで読み聞かせ活動等についての活動を行って

いる方々がおり、その多くは市立図書館においても図書館ボランティアとして子どもの読書

活動推進に向けて活躍しております。 

以上のことから、地域・学校等との連携をさらに強化することにより、子どもの読書活動

がより活発に行われる環境づくりに努め、併せて読書団体や読み聞かせ等の図書館ボランテ

ィア（地域人材）の育成に努めます。 

（１）学校等との連携 

①学校等への図書館資料の提供（団体貸出・教材支援等） 

 学校等へ図書資料をまとめて貸出しを行います。図書資料の運搬は市立図書館が行い、

団体貸出の単位を学校、学年、学級等の要望により柔軟に対応します。 

②図書館施設見学の受入 

 学校等の保育・教育活動に協力し、積極的に図書館施設見学の受入れを行います。 

③一日子ども図書館員、職場体験、インターンシップ、高校生ボランティア等の受入 

 子どもが図書館事業に関わる機会を提供することで、図書館の仕事及び地域における図

書館の意義や役割等の理解に努めます。 

④出前講座（ブックトーク）の実施 

 子どもに読書の楽しさ伝えるため、図書館司書が学校の授業等に出向いて、特定のテー

マに関連するいくつかの本をエピソード、主な登場人物、著作者の紹介、あらすじを含め

ながら約 30分程度の時間で順序良く本の紹介をします。実施時間や学校・学年・学級単位

等の要望に対し柔軟に対応します。 

⑤探究学習の支援 

 子どもの探求心に応えるため、子どもが興味あることや知りたいこと等についての図書

資を料収集及び学習環境の提供に努めます。 

（２）地域との連携 

①読書団体や図書館ボランティア等への活動支援と育成 

 子ども読書活動に深く関わりがある読書団体や図書館ボランティア等（地域人材）への

活動支援と育成に努めます。 
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２ 推進体制と進行管理体制  

 

（１）推進体制 

 本計画の推進にあたっては、図書館法第１４条の規定に基づき設置している常陸太田市立

図書館協議会の意見を聴きながら、常陸太田市教育委員会を中心に、本市関係各課や教育・

子育て関係機関、読書団体、図書館ボランティア等と連携してまいります。 

（２）進行管理体制 

 本計画の推進にあたっては、各施策の進捗状況を把握し、Plan（計画の策定）、Do（施策の

実施）、Check（施策の評価）、Action（検討・改善）によるＰＤＣＡサイクル手法により、適

切な進行管理を行い、必要に応じ計画を見直します。 

 

常陸太田市立図書館協議会 常陸太田市教育委員会図書館 

学識経験者、学校関係者、                 本市関係各課、教育・子育て関係機関       

社会教育関係者、家庭教育関係者                   読書団体、図書館ボランティア       

 

 

子ども読書活動推進計画ＰＤＣＡサイクル 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

３ 数値目標 

 

本計画を推進するにあたっての数値目標を以下のとおり設定し、達成状況等に関し自ら点

検・評価を行います。 

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＬＡＮ                    

計画の策定 

ＤＯ 

施策の実施 

ＡＣＴＩＯＮ 

検討・改善 

ＣＨＥＣＫ 

施策の評価 

諮問 

意見 

①市立図書館における児童図書貸出冊数（冊） 

 

令和 3年度の状況 

（現状値） 

令和 9年度 

（目標値） 

６５，９０２冊 ７８，０００冊 

 

②市立図書館における図書資料の個人貸出冊数（冊） 

 

令和 3年度の状況 

（現状値） 

令和 9年度 

（目標値） 

～幼児  ７，４０８冊 

小学生 １５，４５２冊 

中学生  １，６３１冊 

高校生  ２，２８４冊 

～幼児  ８，５００冊 

小学生 ２０，０００冊 

中学生  ２，０００冊 

高校生  ２，５００冊 
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《参考資料》 

図書館アンケート調査（抜粋） 

子どもの読書活動の推進に関する法律 

  第四次「子ども読書活動推進計画」の概要 
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図書館アンケート調査（抜粋） 

本市における読書活動の実態を把握するため、令和４年１月下旬、①市内小中学生及び保護

者、②市内に在学する県立中高校生、③未就学児の保護者を対象としてアンケート調査を実

施しました。※割合は、少数第二位を四捨五入しているため合計が合わない場合があります。 

【調査設計】 

 

（１）あなたのことについて（調査対象者の属性） 

問 あなたの年齢層を教えてください。  

■年齢層 

 票数 割合 

小学生 1,740 28.1％ 

中学生 931 15.0％ 

高校生 972 15.7％ 

保護者 2,544 41.1％ 

合計 6,187 100.0％ 

 

（２）読書について 

問 あなたは、過去 1年以内に本を何冊読みましたか。 

【内 小学生】 

読んだ本の冊数 票数 割合 

0冊 8 0.5％ 

1冊 10 0.6％ 

2～5冊 44 2.5％ 

6～9冊 35 2.0％ 

10～19冊 93 5.3％ 

20～29冊 115 6.6％ 

30～49冊 273 15.7％ 

50～99冊 629 36.1％ 

100冊以上 524 30.1％ 

未回答 9 0.5％ 

合計 1,740 100.0％ 

 

 

調査地域 常陸太田市全域 

調査対象者 調査対象者合計 7,856人 

①市内小中学生及び保護者（小学生 1,822人 中学生 938人 保護者 2,760人） 

②市内に在学する県立中高校生（中学生 76人 高校生 1,073人） 

③未就学児の保護者（1,187人） 

調査方法 市内小中学校、県立中高、幼稚園、保育園、こども園による配布・回収 

調査期間 令和 4年 1月 11日（各学校等へ依頼）～令和 4年 2月 1日 

回収数 6,187票（回収率 78.8％） 

 

0.5 0.6 2.5 2.0 5.3 6.6

15.7

36.1

30.1

0.5

小学生 1,740人

読書冊数の割合（％）
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【内 中学生】 

読んだ本の冊数 票数 割合 

0冊 24 2.6％ 

1冊 15 1.6％ 

2～5冊 152 16.3％ 

6～9冊 143 15.4％ 

10～19冊 189 20.3％ 

20～29冊 120 12.9％ 

30～49冊 148 15.9％ 

50～99冊 92 9.9％ 

100冊以上 48 5.2％ 

未回答 0 0.0％ 

合計 931 100.0％ 

【内 高校生】 

読んだ本の冊数 票数 割合 

0冊 204 21.0％ 

1冊 156 16.0％ 

2～5冊 377 38.8％ 

6～9冊 88 9.1％ 

10～19冊 62 6.4％ 

20～29冊 27 2.8％ 

30～49冊 26 2.7％ 

50～99冊 17 1.7％ 

100冊以上 15 1.5％ 

未回答 0 0.0％ 

合計 972 100.0％ 

【内 保護者】 

読んだ本の冊数 票数 割合 

0冊 711 27.9％ 

1冊 166 6.5％ 

2～5冊 854 33.6％ 

6～9冊 243 9.6％ 

10～19冊 260 10.2％ 

20～29冊 120 4.7％ 

30～49冊 97 3.8％ 

50～99冊 58 2.3％ 

100冊以上 33 1.3％ 

未回答 2 0.1％ 

合計 2,544 100.0％ 

 

 

 

2.6 1.6
16.3 15.4

20.3
12.9 15.9

9.9 5.2 0.0

中学生 931人

読書冊数の割合（％）

 

21.0
16.0

38.8

9.1 6.4 2.8 2.7 1.7 1.5 0.0

高校生 972人

読書冊数の割合（％）

 

27.9

6.5

33.6

9.6 10.2 4.7 3.8 2.3 1.3 0.1

保護者 2,544人

読書冊数の割合（％）
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【集計区分：全体】 

読んだ本の冊数 票数 割合 

0冊 947  15.3％ 

1冊 347 5.6％ 

2～5冊 1,427 23.1％ 

6～9冊 509 8.2％ 

10～19冊 604 9.8％ 

20～29冊 382 6.2％ 

30～49冊 544 8.8％ 

50～99冊 796 12.9％ 

100冊以上 620 10.0％ 

未回答 11 0.2％ 

合計 6,187 100.0％ 

 

小学生の多くは５０冊以上の本を読んでいるが、中学生、高校生へと年齢層が上がるにつれて読書冊数が

少なくなり、高校生の多くは５冊未満となり読書冊数が少なくなる傾向が見られます。 

 

問 過去１年以内に 1冊以上本を読んだ方にお尋ねします。あなたは、読んだ本を主にどこから入手しま

したか。（複数回答可） 

【内 小学生】 

本の入手先 票数 割合 

1.市立図書館 710 15.4％ 

2.学校等の図書室 1,518 32.9％ 

3.書店で購入 903 19.6％ 

4.インターネットで購入 186 4.0％ 

5.自宅にあった 1,072 23.2％ 

6.知り合いから借りた 154 3.3％ 

7.その他 74 1.6％ 

合計 4,617 100.0％ 

【内 中学生】 

本の入手先 票数 割合 

1.市立図書館 88 6.8％ 

2.学校等の図書室 366 28.2％ 

3.書店で購入 505 38.8％ 

4.インターネットで購入 76 5.8％ 

5.自宅にあった 201 15.5％ 

6.知り合いから借りた 44 3.4％ 

7.その他 20 1.5％ 

合計 1,300 100.0％ 

 

 

 

15.4

32.9

19.6 4.0
23.2

3.3 1.6

小学生 4,617票

本の入手先（％）

 

6.8

28.2

38.8

5.8 15.5 3.4 1.5

中学生 1,300票

本の入手先（％）

 

15.3
5.6

23.1

8.2 9.8 6.2 8.8 12.9 10.0 0.2

全体 6,187人

読書冊数の割合（％）
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【内 高校生】 

本の入手先 票数 割合 

1.市立図書館 57 6.3％ 

2.学校等の図書室 60 6.7％ 

3.書店で購入 506 56.3％ 

4.インターネットで購入 94 10.5％ 

5.自宅にあった 138 15.4％ 

6.知り合いから借りた 39 4.3％ 

7.その他 5 0.6％ 

合計 899 100.0％ 

【内 保護者】 

本の入手先 票数 割合 

1.市立図書館 489 19.0％ 

2.学校等の図書室 41 1.6％ 

3.書店で購入 1,019 39.5％ 

4.インターネットで購入 534 20.7％ 

5.自宅にあった 316 12.3％ 

6.知り合いから借りた 94 3.6％ 

7.その他 85 3.3％ 

合計 2,578 100.0％ 

【集計区分：全体】 

本の入手先 票数 割合 

1.市立図書館 1,344 14.3％ 

2.学校等の図書室 1,985 21.1％ 

3.書店で購入 2,933 31.2％ 

4.インターネットで購入 890 9.5％ 

5.自宅にあった 1,727 18.4％ 

6.知り合いから借りた 331 3.5％ 

7.その他 184 2.0％ 

合計 9,394 100.0％ 

 

本の入手先について、小学生は「学校等の図書室」に次いで「自宅にあった」が多いことから家庭環境

が読書活動に影響すると思われます。中学生、高校生は「書店で購入」が多く、中学生から高校生に年齢

層が上がるにつれて「学校等の図書室」が少なくなっていきます。 

  

 

6.3 6.7

56.3

10.5 15.4 4.3 0.6

高校生 899票

本の入手先（％）

 

19.0 1.6

39.5

20.7 12.3 3.6 3.3

保護者 2,578票

本の入手先（％）

 

14.3 21.1

31.2

9.5 18.4 3.5 2.0

全体 9,394票

本の入手先（％）
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子どもの読書活動の推進に関する法律 

平成 13 年 12 月 12 日 法律第 154 号 

（目的）  

第一条    この法律は、子どもの読書活動の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地

方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事

項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。  

 （基本理念）  

第二条    子ども（おおむね十八歳以下の者をいう。以下同じ。）の読書活動は、子どもが、

言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生き

る力を身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子ど

もがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積

極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。  

 （国の責務）  

第三条    国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、子どもの読書

活動の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

 （地方公共団体の責務）  

第四条    地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情

を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

 （事業者の努力）  

第五条    事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読

書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとす

る。  

 （保護者の役割）  

第六条    父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及び読書活動の習慣化に

積極的な役割を果たすものとする。  

 （関係機関等との連携強化）  

第七条    国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施され

るよう、学校、図書館その他の関係機関及び民間団体との連携の強化その他必要な体制の

整備に努めるものとする。  

 （子ども読書活動推進基本計画）  

第八条  

   政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画（以下「子ども読書活動推進基本計画」と

いう。）を策定しなければならない。  

２  政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告

するとともに、公表しなければならない。  

３  前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。  

 （都道府県子ども読書活動推進計画等）  

第九条  

   都道府県は、子ども読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県におけ

る子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の
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推進に関する施策についての計画（以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。）を

策定するよう努めなければならない。   

２  市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定され

ているときは、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基

本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該

市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ど

も読書活動推進計画」という。）を策定するよう努めなければならない。  

３  都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推

進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。  

４  前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の

変更について準用する。  

 （子ども読書の日）  

第十条  

   国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積

極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。  

２  子ども読書の日は、四月二十三日とする。  

３  国及び地方公共団体は、子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めな

ければならない。  

（財政上の措置等）  

第十一条  国及び地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策を実施するため必

要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

 附則 

この法律は、公布の日から施行する。 
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第四次「子ども読書活動推進計画」の概要（文部科学省） 
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